
 
                     府省名：  内閣府            

     

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 

（分野名） 第２分野 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革   

 

（施策名）２ 国民的広がりを持った広報・啓発活動の展開   

ア 特に男性や若者世代を対象とした固定的役割分担意識の解消のための広報・啓

発の推進   

 

１ 主な施策の取組状況 

平成 26 年の「男女共同参画週間」において、「男性が、企業人としても家庭人としても豊かな生活を

おくるために、長時間労働を減らして。女性と共に家事・育児・介護・地域活動に関わりたくなること」

をテーマにして「家事場のパパヂカラ」のキャッチフレーズでポスターやインターネットのバナー等を

作成して全国へ配布した。 

 

 

２ 取組結果に対する評価 

「男女共同参画週間」については、大臣の閣議後会見において発言を行い、テレビ，ラジオ，新聞等

のメディアに取り上げられた。 

またキャッチフレーズのポスターやバナーはホームページから簡単にダウンロードできるように展

開しており、自治体はや各事業者は、それを使って独自の広報を展開している。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

男性や若者世代を意識して、ホームページ、ＳＮＳ（ブログ、フェイスブック）、広報誌、新聞等を

活用して発信力のある男性のインタビューや先進的事例等を掲載するなど広報・啓発活動を図ってい

く。 

４ 参考データ、関連政策評価等 

「 
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                     府省名：      文部科学省      

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第２分野 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革                   
 
（施策名）２ 国民的広がりを持った広報・啓発活動の展開                       

ア 特に男性や若者世代を対象とした固定的性別役割分担意識の解消のための広報・啓発

の推進    
 
１ 主な施策の取組状況 

・独立行政法人国立女性教育会館では、男性の家庭・地域への参画を促進する取組事例を収集し、学習

プログラム企画・実施のためのウェブサイト「男女共同参画と男性」を開設した。また、会館利用者に

対する情報提供において、学生や男性に対し、男女共同参画の理念と、固定的性別役割分担意識解消の

意義についての啓発を行っている。 

２ 取組結果に対する評価 

・男性や若者世代を対象とした固定的性別役割分担意識の解消のための広報・啓発の推進に資するもの

であったと考えられる。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・独立行政法人国立女性教育会館では、引き続き、ウェブサイト「男女共同参画と男性」を運用すると

ともに、学生や男性を含めた会館利用者に対する意識啓発を行うための情報提供を実施する。 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

○６歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時間 

（平成 18 年） １日当たり 60 分 

（平成 23 年） １日当たり 67 分 

（出典）総務省「社会生活基本調査」 

 

○男性の育児休業取得率 

（平成 21 年） 1.72％ 

（平成 24 年） 1.89% 

（出典）厚生労働省「雇用均等基本調査」 
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                     府省名：  内閣府            

     

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 

（分野名） 第２分野 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革   

 

（施策名）２ 国民的広がりを持った広報・啓発活動の展開   

イ 男女共同参画の必要性が共感できる広報・啓発活動の推進   

 

１ 主な施策の取組状況 

「男女共同参画週間」のキャッチフレーズを決めるにあたっては、国民からの共感が得られ、参加意

識を持てるような工夫として全国から一般募集している。 

 

 

２ 取組結果に対する評価 

キャッチフレーズの一般募集の数は、平成 22年度から年々増加している。（東日本大震災の影響のあ

った平成 23年度を除く） 

３ 今後の方向性、検討課題等 

男女共同参画の必要性を示す際には具体的な事例、人物の紹介などを用いて今後ともわかりやすい形

での発信を進める。 

４ 参考データ、関連政策評価等 
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                     府省名：  内閣府            

     

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 

（分野名） 第２分野 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革  

 

（施策名）２ 国民的広がりを持った広報・啓発活動の展開   

ウ 男女共同参画に大きな影響を有する団体と連携した戦略的な広報・啓発の推進   

 

１ 主な施策の取組状況 

民間・NPO 団体等から構成される男女共同参画推進連携会議や地域版連携会議の活動として、男女共

同参画の推進に資する幅広いテーマでシンポジウムを実施した。また、男女共同参画に関する時宜に応

じたテーマに沿ったチーム活動や啓発パンフレットの作成、一般の人を対象とした意見交換を行う「聞

く会」を開催し、広報・啓発活動を行った。 

 

２ 取組結果に対する評価 

上記の取組により、男女共同参画社会づくりに向けた国民的な意識醸成や具体的な取組を一層推進す

ることができた。 

 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 

引き続き国民各界各層を巻き込んだ広報・啓発活動を推進し、男女共同参画社会づくりに向けた取組

の機運を醸成していく。 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

なし 
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                     府省名： 警察庁  
     

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名） 第２分野 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革   
 
（施策名） ２ 国民的広がりを持った広報・啓発活動の展開  

 ウ 男女共同参画に大きな影響を有する団体と連携した戦略的な広報・啓発の推進  
 
１ 主な施策の取組状況 

① 多様な媒体を通じた広報・啓発活動の推進 

・ 平成 26 年２月、内閣府が発行している情報誌である「共同参画」に警察庁が実施している施

策である「女性の視点を一層反映した警察運営の推進」について掲出した。 

・ 育児や介護に関して利用可能な各種制度を詳細に説明した「仕事と育児・介護の両立の手引」、

女性職員や育児責任を負う職員向けに各種制度を簡易に紹介した「Work Life Balance Book」や

定期的に「カンガルー通信」という広報誌を発出し、男女共同参画へ意識付けを行っている。 

・ 警察では、男女共同参画推進本部において実施している「女性に対する暴力をなくす運動」の

実施要綱に基づき、自治体や関係機関・団体等との協働により広報活動等を行っている。 

 

２ 取組結果に対する評価 

① 多様な媒体を通じた広報・啓発活動の推進 

・ 平成 25 年 10 月に全国警察を対象に「カンガルー通信」を創刊、現在まで３号発出し、職員か

らの反響も大きく、効果的な啓発ができている。 

・ 「女性に対する暴力をなくす運動」について、関係機関等と連携し、広報啓発を推進している。 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 

① 多様な媒体を通じた広報・啓発活動の推進 

・ 今後とも職員に対して、男女共同参画に関する認識を深めるため、創意工夫を凝らした啓発活

動に努める。 

・ 「女性に対する暴力をなくす運動」について、引き続き広報啓発活動を推進する。 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 
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                     府省名： 総務省  

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第２分野 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革             
 
（施策名）２ 国民的広がりを持った広報・啓発活動の展開  

ウ 男女共同参画に大きな影響を有する団体と連携した戦略的な広報・啓発の推進  
 
１ 主な施策の取組状況 

①多様な媒体を通じた広報・啓発活動の推進 

・総務省が毎年、秋に実施している「行政相談週間」（10月 15日以降の最初の月曜日を初日とする７

日間）の主要行事と位置づけ、全国で開催している一日合同行政相談所において、相談機関として

法務局や人権擁護委員のほか、地方公共団体からも女性相談センターや子ども家庭相談センターに

参加を呼びかけ、相談・啓発活動を実施した。 

・これに先立ち、広報誌「共同参画」（内閣府男女共同参画局発行）をはじめ政府広報や各種媒体を

通じ、全国的に「行政相談週間」の広報を展開した。 

  

 

２ 取組結果に対する評価 

①多様な媒体を通じた広報・啓発活動の推進 

「行政相談週間」における、男女共同参画分野に絞った相談件数の集計は行っていないものの、同

週間を中心とした１か月間における行政相談受付総件数は約３万件にのぼっており、多くの国民に利

用いただいている。このことから、「行政相談週間」を通じた男女共同参画についての広報・啓発に

ついても推進が図られているものと評価している。 

  

３ 今後の方向性、検討課題等 

①多様な媒体を通じた広報・啓発活動の推進 

「行政相談週間」は総務省における重要な取り組みの一つであり、今後とも、広報活動や行事の運

営内容について、工夫を凝らしつつ積極的な展開を図っていく。 

  

４ 参考データ、関連政策評価等 

 

特になし 
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                      府省名：    法 務 省       
 

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名）第２分野 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し，意識改革  
 
（施策名）２ 国民的広がりを持った広報・啓発活動の展開  

ウ 男女共同参画に大きな影響を有する団体と連携した戦略的な広報・啓発の推進   
 
１ 主な施策の取組状況 

①多様な媒体を通じた広報・啓発活動の推進 

・法務省の人権擁護機関では，「女性の人権を守ろう」を啓発活動の年間強調事項の一つとして掲げ，

自治体等と連携しながら，男女共同参画を含む女性の人権問題をテーマとした講演会や座談会の開催，

テレビ・ラジオ放送，インターネット配信，新聞・雑誌等による広報，啓発冊子等の配布，各種イベン

ト等における啓発活動を実施している。 

  

 

 

２ 取組結果に対する評価 

①多様な媒体を通じた広報・啓発活動の推進 

・「人権週間」を中心に特に重点的に全国各地の法務省の人権擁護機関で啓発活動を行うことで，性別

に基づく固定的な役割分担意識を解消し，男女共同参画に関する認識を深め，定着させるという計画の

要請にかなった活動を行っていると評価する。 

 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 

①多様な媒体を通じた広報・啓発活動の推進 

・今後とも，上記期間中における活動を一層推進させるとともに，年間を通じて広報啓発活動にもより

積極的に取組んでいくこととする。 

 

 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 
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                     府省名： 農林水産省         

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）２ 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革        
 
（施策名）２ 国民的広がりを持った広報・啓発活動の展開                  

 ウ男女共同参画に大きな影響を有する団体と連携した戦略的な広報・啓発の推進 
１ 主な施策の取組状況 

「農山漁村女性の日」を中心とした関係団体による記念行事の開催、地域における優良な女性の取組

や女性登用に積極的な組織の表彰への支援等、男女共同参画社会の形成に向けた普及啓発等を推進し

た。 

  

 

 

２ 取組結果に対する評価 

3月 10日の「農山漁村女性の日」には、関係団体によるシンポジウムやパネルディスカッション、表

彰などの行事を開催し、男女共同参画社会に向けた意識改革を推進している。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

引き続き「農山漁村女性の日」を中心とした関係団体による記念行事の開催、地域における女性の優良

な取組や女性登用に積極的な組織の表彰への支援等、女性の活躍推進に向けた取組を進める。 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 
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                      府省名：    法 務 省       
 

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名）第２分野 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し，意識改革  
 
（施策名）３ 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実  

ア 教育・啓発を通じた人権に関する正しい理解の普及の推進  
 
１ 主な施策の取組状況 

・法務省の人権擁護機関では，「女性の人権を守ろう」を始め，17 項目の啓発活動の年間強調事項を掲

げ，各種啓発活動を実施している。 

  

 

 

２ 取組結果に対する評価 

・「人権週間」を中心に特に重点的に全国各地の法務省の人権擁護機関で啓発活動を行うことで，国民

一人ひとりの人権意識を高め，人権への理解を深めるという計画の要請にかなった活動を行っていると

評価する。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・今後とも，「人権週間」期間中における活動を一層推進させるとともに，年間を通じて広報啓発活動

にもより積極的に取組んでいくこととする。 

 

 

 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 
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                     府省名：      文部科学省      

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第２分野 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革                   
 
（施策名）３ 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実                       

ア 教育・啓発を通じた人権に関する正しい理解の普及の推進    
 
１ 主な施策の取組状況 

・文部科学省では、学校教育において、児童生徒の発達段階に応じて人権尊重の意識を高める教育を推

進しており、この一環として、「人権教育研究推進事業」、「人権教育の指導方法の在り方等に関する調

査研究」等を実施した。 

また、社会教育において、「公民館等を中心とした社会教育活性化支援プログラム」等の生涯にわた

る学習活動を通じて、人権尊重の精神を基本に置いた様々な事業を展開しており、地域における人権教

育の取組を支援した。 

 

２ 取組結果に対する評価 

・学校教育においては、「人権教育研究推進事業」、「人権教育の指導方法の在り方等に関する調査研究」

等を実施することにより、人権教育の推進に寄与した。 

また、社会教育においては、人権尊重の精神を基本に置いた様々な事業を展開し、計画の目標達成に

資するものであったと考えられる。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・学校教育においては、関連施策を実施することなどにより、引き続き人権教育を推進する。 

また、社会教育においては、今後も様々な機会を通じて、人権尊重の精神の重要性について周知を図

っていく。 

 

 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 
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                     府省名：  内閣府            

     

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 

（分野名） 第２分野 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革   

 

（施策名）３ 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実   

イ 法令や条約の分かりやすい広報等による周知の推進   

 

１ 主な施策の取組状況 

広報誌「共同参画」やメールマガジンなどで各府省の法令などの情報を提供している。 

 

 

２ 取組結果に対する評価 

広報誌「共同参画」やメールマガジンなどを活用して各府省の法令などの情報を提供することで周知

を図ることができた。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

引き続き各府省の協力を得ながらタイムリーに情報を発信していく。 

４ 参考データ、関連政策評価等 
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                     府省名： 内閣府           

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第２分野 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革 
（施策名） ３ 男女の人権尊重尾理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実                      

 イ 法令や条約の分かりやすい広報等による周知の推進         
 
１ 主な施策の取組状況 

・女子差別撤廃条約、それに基づく政府報告及び女子差別撤廃委員会の最終見解等を、報告会、刊行物、

広報映像ＤＶＤの制作等を通じ一般国民に対する周知に努めるとともに、内閣府ウェブサイトに掲載

し、広報に努めている。 

 

２ 取組結果に対する評価 

・個々の取組についてその効果等を測定していないが、平成 24年 12月に公表された「男女共同参画社

会に関する世論調査」（内閣府大臣官房政府広報室）において、「女子差別撤廃条約」の用語を、見た

り聞いたりしたことがある者は、34.8％となっている。（前回調査（平成 21 年 10 月；35.1％）とほ

ぼ同水準。） 

・第３次男女共同参画基本計画（第 15分野）においては、「女子差別撤廃条約」という用語の周知度を

平成 27年までに 50％とすることを成果目標としており、更なる取組が必要であると考えている。 

３ 今後の方向性、検討課題等 
・女子差別撤廃条約、国際的な基準・規範についての理解の浸透に向けて、講演会の開催や、内閣府 HP、

Facebookなど、女性に関する国際規範等に関心の高い人々だけでなく、国民一般にも幅広く浸透する

よう、あらゆる機会を通じて、積極的にその周知を効果的に図っていく必要があると考えている。 

４ 参考データ、関連政策評価等 
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                      府省名：    法 務 省       
 

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名）第２分野 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し，意識改革  
 
（施策名）３ 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実  

イ 法令や条約の分かりやすい広報等による周知の推進  
 
１ 主な施策の取組状況 

・法務省の人権擁護機関の周知を図るなどの目的のため，啓発冊子「人権の擁護」及び人権擁護委員の

活動と役割を分かりやすく説明した冊子「人権擁護委員あなたの街の相談パートナー」を作成し，人権

週間，人権擁護委員の日を中心とする講演会等で配布するなど，周知活動の強化を図っている。 

法務省の人権擁護機関による調査救済制度等を周知するためのリーフレット「法務局による相談・救

済制度のご案内」を配布し，調査救済制度等の周知を図っている。加えて，首都圏及び関西圏の電車内

で人権擁護機関の周知に関するトレインチャンネルの放送といった周知活動にも取り組んでいる。 

子どもについては，専用相談電話「子どもの人権 110 番」（全国共通フリーダイヤル）を設置し，子

どもが相談しやすい体制をとっている。また，法務省ホームページ上に「インターネット人権相談窓口

（ＳＯＳ－ｅメール）を開設している。加えて，「子どもの人権ＳＯＳミニレター」（便箋兼封筒）を全

国の小・中学校の児童生徒に配布するなど，子どもたちがより相談しやすい体制を整備している。 

高齢者・障害者については，接する機会が多い社会福祉事業従事者等に対し人権相談を広報するため

のリーフレットを作成・配布したほか，社会福祉施設において，入所者及びその家族が気軽に相談でき

るよう，特設の人権相談所を開設するなどして，相談態勢の一層の強化を図っている。 

外国人からの人権相談については，英語や中国語等の通訳を配置した「外国人のための人権相談所」

を設置しており，法務省ホームページ英語版に，連絡先等の案内を掲載している。 

  

２ 取組結果に対する評価 

・取組の結果，気軽に人権相談ができる環境を整えて，悩みを抱えている多くの方々に相談と問題解決

の機会を提供し，多種多様な人権侵犯事件について事案に応じた迅速的確な調査及び適切な救済措置を

行うことができたものと考えている。 

なお，平成 25 年においては，25 万 6,447 件の人権相談を受け，人権相談等で認知した人権侵害の疑

いのある事案 2万 2,172件については，人権侵犯事件として調査を行い，適切な措置を講じた。人権侵

犯事件に対する措置の内訳を見ると，人権侵犯性があるとして説示や要請を行った事件数は前年度に比

べ，約２倍程度増加しており，より積極的な対応を取ることを必要とする人権侵害事案が増加し，これ

に適切に対応したことがうかがえる。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・今後も，引き続き，気軽に人権相談ができる環境を整え，人権侵害事案の発生を広く把握し，迅速的

確な調査及び適切な救済措置を講じるとともに，社会的要請にも適切に応じた相談・調査救済処理の実

施に係る施策を推進していく。 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 
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 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 

人権相談件数（全体） 280,977 266,665 266,489 256,447 

「子どもの人権 110 番」におけ

る相談件数 

 

27,710 

 

25,914 

 

28,384 

 

28,847 

「女性の人権ホットライン」に

おける相談件数 

 

23,289 

 

22,008 

 

21,720 

 

21,119 

児童・生徒から送付された子ど

もの人権ＳＯＳミニレターの通

数 

 

22,593 

 

22,329 

 

20,144 

 

18,272 

社会福祉施設等における特設人

権相談所の開設件数 

 

650 

 

513 

 

606 

 

671 

インターネットによる相談件数 5,044 5,500 7,384 8,776 

人権侵犯事件の処理件数 21,500 22,072 22,694 22,172 

 
○ 関連政策評価 

  平成 25 年度法務省事後評価報告書 
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                     府省名： 総務省  

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第２分野 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革             
 
（施策名）３ 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実  

ウ 人権が侵害された場合の被害者の救済体制及び相談体制の拡充  
 
 
１ 主な施策の取組状況 

 行政相談では、男女共同参画に関する施策についての苦情を含め多様な相談を受付けている。 
また、行政相談では、局所による受付のほか、委嘱した行政相談委員による受付も行っている。これ

ら行政相談委員の一部について、男女共同参画担当委員として指名し、これら委員については、毎年 16
人ほど内閣府の主催する男女共同参画研修に参加させている。 
２ 取組結果に対する評価 

行政相談では、毎年 285件前後の男女共同参画に関する施策についての相談を受け付けており、施策

に関する苦情の窓口として一定の役割を果たしている。 

また、行政相談委員は、国の行政機関に対する苦情など間口の広い相談を受付けているため、男女共

同参画に特化した研修は総務省としては行わず、男女共同参画担当委員のみ内閣府の研修に派遣するこ

ととしている。この研修受講者数は、のべ 175名となっており、行政相談委員の中で男女共同参画への

認識が高まってきていると考えられる。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

 今後とも、引き続き、局所及び行政相談委員による男女共同参画に関する施策についての苦情を受付

けるとともに、行政相談委員のうち男女共同参画担当委員については、内閣府の研修に派遣することと

する。 

４ 参考データ、関連政策評価等 

・男女共同参画担当委員指名数 

 平成 26年９月１日現在 196名（うち女性 133名） 

 

・行政相談委員数 

 平成 26年９月１日現在 4,943 名（うち女性 1,706名） 

 

・男女共同参画に関する施策についての苦情処理件数 

年度 平成 23 年度 平成 24年度 平成 25年度 

件数 284 285 286 

 

・男女共同参画に関する苦情処理研修受講者数 

年度 平成 23 年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

人数 16 16 16 16 
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                        府省名：    法 務 省        
 

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名）第２分野 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し，意識改革  
 
（施策名）３ 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実  

ウ 人権が侵害された場合の被害者の救済体制及び相談体制の拡充  
 
１ 主な施策の取組状況 

・法務省の人権擁護機関では，法務局，デパート，公民館等における面談・電話による人権相談，専用

相談電話「女性の人権ホットライン」（全国共通ナビダイヤル）等による人権相談，インターネットを

利用した人権相談（インターネット人権相談受付窓口）を行っている。また，女性の人権ホットライン

等の強化週間を設け，期間中においては平日の相談受付時間を延長するとともに，土曜日・日曜日も開

設するなど，様々な人権問題に悩む方々からの電話相談に応じている。 

法務省の人権擁護機関の周知を図るなどの目的のため，啓発冊子「人権の擁護」及び人権擁護委員の

活動と役割を分かりやすく説明した冊子「人権擁護委員あなたの街の相談パートナー」を作成し，人権

週間，人権擁護委員の日を中心とする講演会等で配布するなど，周知活動の強化を図っている。 

法務省の人権擁護機関による調査救済制度等を周知するためのリーフレット「法務局による相談・救

済制度のご案内」を配布し，調査救済制度等の周知を図っている。加えて，首都圏及び関西圏の電車内

で人権擁護機関の周知に関するトレインチャンネルの放送といった周知活動にも取り組んでいる。 

人権相談等により人権侵害の疑いがある事案を把握した場合には，速やかに調査救済手続に移行し，

個々の事案に応じた迅速かつ的確な救済措置を講じ，被害者の救済及び予防を図っている。 

相談に当たる人権擁護委員に対する研修としては，男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって

人権が侵害された被害者の相談等に適切に対応するために必要な知識の修得を目的とする「人権擁護委

員男女共同参画問題研修」を実施しており，同研修に男女共同参画問題に関する人権相談への対応等の

カリキュラムを組み込むなど，研修の充実を図っている。 

  

２ 取組結果に対する評価 

・取組の結果，気軽に人権相談ができる環境を整えて，悩みを抱えている多くの方々に相談と問題解決

の機会を提供し，多種多様な人権侵犯事件について事案に応じた迅速的確な調査及び適切な救済措置を

行うことができたものと考えている。 

なお，平成 25 年においては，25 万 6,447 件の人権相談を受け，人権相談等で認知した人権侵害の疑

いのある事案 2万 2,172件については，人権侵犯事件として調査を行い，適切な措置を講じた。人権侵

犯事件に対する措置の内訳を見ると，人権侵犯性があるとして説示や要請を行った事件数は前年度に比

べ，約２倍程度増加しており，より積極的な対応を取ることを必要とする人権侵害事案が増加し，これ

に適切に対応したことがうかがえる。 

 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・今後も，引き続き，気軽に人権相談ができる環境を整え，人権侵害事案の発生を広く把握し，迅速的

確な調査及び適切な救済措置を講じるとともに，社会的要請にも適切に応じた相談・調査救済処理の実

施に係る施策を推進していく。 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 
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 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 

人権相談件数（全体） 280,977 266,665 266,489 256,447 

「子どもの人権 110 番」におけ

る相談件数 

 

27,710 

 

25,914 

 

28,384 

 

28,847 

「女性の人権ホットライン」に

おける相談件数 

 

23,289 

 

22,008 

 

21,720 

 

21,119 

児童・生徒から送付された子ど

もの人権ＳＯＳミニレターの通

数 

 

22,593 

 

22,329 

 

20,144 

 

18,272 

社会福祉施設等における特設人

権相談所の開設件数 

 

650 

 

513 

 

606 

 

671 

インターネットによる相談件数 5,044 5,500 7,384 8,776 

人権侵犯事件の処理件数 21,500 22,072 22,694 22,172 

（出典）法務省「人権侵犯事件統計」，法務省人権擁護局調べ 

 
○ 人権相談の結果内訳 

 助言 切替 通報 紹介 その他 

平成 22年 217,864 20,971 68 1,192 40,882 

平成 23年 205,312 21,802 55 869 38,627 

平成 24年 198,061 22,154 72 740 45,462 

平成 25年 189,901 21,058 69 882 44,537 

（出典）法務省「人権侵犯事件統計」 

 

○関連政策評価 

 平成 25年度法務省事後評価実施結果報告書 
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                                       府省名： 厚生労働省    
 

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名）第２分野 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革  
 
（施策名）３ 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実    

 ウ 人権が侵害された場合の被害者の救済体制及び相談体制の拡充   
 
１ 主な施策の取組状況 

・ 政府の施策についての苦情の処理及び人権が侵害された場合における被害者の救済について民生委

員、児童委員の研修の充実を図っている。 

・ 具体的には、民生委員・児童委員に対する研修については、民生委員法上、各都道府県・指定都市・

中核市が主体となって行うこととされているが、これらに係る経費については、厚生労働省としても、

セーフティネット支援対策等事業費補助金により補助を行うことなどを通じて、支援している。 

 

２ 取組結果に対する評価 

平成２５年度においては、６８の都道府県等が本補助金を活用して民生委員・児童委員に対する研修

を実施しているところであり、民生委員・児童委員が人権に関する内容を含め、地域住民の抱える様々

な課題に的確に対応できるよう、引き続きその資質向上に努めていく必要がある。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

 民生委員・児童委員が人権に関する内容を含め、地域住民の抱える様々な課題に的確に対応できるよ

う、その資質向上を図るため、セーフティネット支援対策等事業費補助金等を通じて、各都道府県等に

おける研修の実施を促していく。 

 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 
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                       府省名：    法 務 省       
 

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名）第２分野 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し，意識改革  
 
（施策名）３ 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実  

エ 外国人のための人権相談所の充実等国際化への対応の推進  
 
１ 主な施策の取組状況 

・法務省の人権擁護機関では，英語や中国語等の通訳を配置した外国人のための人権相談所を全国８か

所の法務局・地方法務局に開設し，日本語を自由に話せない外国人からの人権相談に応じている。  

 

 

２ 取組結果に対する評価 

・取組の結果，気軽に人権相談ができる環境を整えて，悩みを抱えている多くの方々に相談と問題解決

の機会を提供し，多種多様な人権侵犯事件について事案に応じた迅速的確な調査及び適切な救済措置を

行うことができたものと考えている。 

なお，法務省の人権擁護機関で受けた人権相談のうち，外国人に対する差別待遇に関する人権相談件

数は，第３次男女共同参画基本計画が策定された平成 22 年は 331 件であったのに対し，25 年は 398 件

となっており増加傾向にある。人権侵犯事件として立件した事案の件数については，平成 22 年以降増

減を繰り返している。 

外国人に対する差別待遇に関する人権相談件数は，全体に占める割合は少ないものの，一定程度の相

談があり，さらに，人権侵害の疑いのある事案について人権侵犯事件として立件したものもあることか

ら，これに適切に対応したことがうかがえる。 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・外国人のための人権相談所をより充実させる方策を検討する必要がある。 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

○ 外国人に対する差別待遇に関する人権相談件数 

平成 22年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25年 

331 359 400 398 

 

○ 外国人に対する差別待遇に関する人権侵犯事件数（開始件数） 

平成 22年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25年 

80 69 96 69 

 

（出典）法務省「人権侵犯事件統計」 
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                     府省名： 警察庁  
     

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名） 第２分野 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革   
 
（施策名） ３ 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実  

 オ 政府職員の理解の促進等  
 
１ 主な施策の取組状況 

・ 男女共同参画基本法や女子差別撤廃条約について、警察職員に対する各種研修の機会に、必要に

応じて言及している。 

・ 新たに採用された警察職員や各階級に昇任する警察職員に対し、警察学校での研修において、男

女共同参画に関する講義を盛り込んでいる。また、警察署等の職場においては、執務資料「人権に

配意した警察活動のための手引き」を活用するなどし、男女共同参画推進に関する教育を実施して

いる。 

２ 取組結果に対する評価 

 ・ 研修には様々な立場の職員が参加しており、男女共同参画に関する理解が広がっている。 

  

 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・ 引き続き男女共同参画推進の意識向上、理解の促進に努める。 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 
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                                府省名：    内閣府     

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第２分野 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革 
 
（施策名）４ 男女共同参画に関わる調査研究、情報の収集・整備・提供        

ア 男女共同参画の現状・国民意識、苦情処理等に関する実態把握の実施  
 
１ 主な施策の取組状況 

・国及び地方公共団体（都道府県・政令指定都市）における男女共同参画に関する施策についての苦情

内容及び人権侵害事案の処理状況等について取りまとめ、定期的に男女共同参画会議監視専門調査会に

報告している。 

・「男女共同参画社会に関する世論調査」を実施し、調査結果を平成 24年 12月に公表した。 

 

２ 取組結果に対する評価 

男女共同参画をめぐる現状や個人の意識、苦情の処理等についての定期的な実態把握に資するもので

あったと考えられる。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

 

 引き続き、男女共同参画をめぐる現状や国民の意識、苦情の処理等について、統計調査、意識調査等

を活用して、実態の把握に努める。 

 

 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

 

（代表的な参考データ） 

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方（平成 24年）（内閣府「男女共同参画社会

の形成に関する世論調査」（平成 24年）） 

●全体 賛成 51.6％、反対 45.1％ 

●男性 賛成 55.1％、反対 41.0％ 

●女性 賛成 48.4％、反対 48.8％ 
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                                府省名：    内閣府     

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第２分野 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革 
 
（施策名）４ 男女共同参画に関わる調査研究、情報の収集・整備・提供        

イ 調査や統計における男女別等統計（ジェンダー統計）の充実     
 
１ 主な施策の取組状況 

・統計法（平成 19 年法律第 53号）に基づく調査票情報の利用を行い、男女の置かれた状況について新

たに明らかになった点等を、平成 24 年 2 月に「男女共同参画会議基本問題・影響調査専門調査会報告

書」の中で公表した。 

・第 3 次基本計画の実施状況についての意見（「雇用・セーフティネットの再構築」及び「より多様な生き方を

可能にする社会システムの実現」関係）（平成 24 年 7 月男女共同参画会議監視専門調査会）では、第 3 次
男女共同参画基本計画に掲げられている成果目標のうち人に関する成果目標の現状を示す統計で男女別デ

ータが把握されていないものについて速やかに改善することや、政策のPDCAサイクルを通じて男女共同参画

の視点を取り入れるための取組を推進することの必要性等が指摘された。これを受けて男女共同参画会議

は、24 年 8 月に、統計における男女別データの整備、政策の PDCA サイクルに男女共同参画の視点を取り

入れるための取組等を始めとする関係施策を一層推進するよう、政府の取組を求めることを決定した。 
・「防災・復興における男女共同参画の推進に関する政府の施策の取組状況についての意見」（平成 26 年 2 
月男女共同参画会議監視専門調査会）では、統計情報について可能な限り男女別データを把握することが必

要であることを各府省が改めて共有することの必要性等が指摘された。 
・「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成26年３月閣議決定）では、第３次基本計画に基づく男女別等

統計（ジェンダー統計）の充実を図る旨、盛り込んだ。 
・「障害者基本計画（第 3 次）」（平成 25 年９月閣議決定）では、障害者施策の適切な企画、実施、評価及び見

直し（PDCA）の観点から、障害者の性別、年齢、障害種別等の観点に留意し、情報・データの充実を図るととも

に、適切な情報・データの収集・評価の在り方等を検討する旨が盛り込まれた。 
・毎年、男女共同参画白書の中で、男女共同参画に関わる統計情報を掲載し、周知している。 

・総務省統計研修所等が実施する統計研修において「ジェンダー統計」の講義を実施し、地方自治体等

の統計担当者の理解を深めることを通じて、男女別等統計のより一層の充実を図っている。 

２ 取組結果に対する評価 

・統計調査の設計、結果の表し方等について、必要に応じた見直しに資する点検であったと考えられる。 

・統計情報の男女別データの把握に資する取組であった。 

・男女共同参画に関わる重要な統計情報の公開・周知について、成果を挙げている。 

 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 
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・男女共同参画会議監視専門調査会等において、適切な機会をとらえ、統計調査の設計、結果の表し方

等について継続的に男女共同参画の視点から点検を行う。 

・引き続き、男女共同参画に関わる重要な統計情報の公開・周知を男女共同参画白書等を通じて行う。 

・引き続き、地方自治体等の統計担当者の理解を深める取組を通じて、男女別等統計の充実を図る。 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 
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                         府省名：  警察庁   
 

第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名）第２分野 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革  
 
（施策名）４ 男女共同参画に関わる調査研究、情報の収集・整備・提供      

イ 調査や統計における男女別統計（ジェンダー統計）の充実  
 
１ 主な施策の取組状況 

・ 罪種別、男女別及び年齢別等の刑法犯認知件数等の犯罪統計を収集、整備している。 

・ 毎年、収集、整備した犯罪統計を「平成○年の犯罪」として警察庁ホームページにおいて公表して

いる。 

２ 取組結果に対する評価 

・ 警察庁ホームページにおいて、平成 12年から平成 24年までの毎年の罪種別、男女別及び年齢別等

の刑法犯認知件数等の犯罪統計を「平成○年の犯罪」として公表している。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・ 今後も継続的に、犯罪統計の収集、整備、公表を実施する。 

４ 参考データ、関連政策評価等 

○ 平成 24年における包括罪種別認知件数（総数・女性） 

 刑法犯全体 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他の刑法犯 

総数 1,382,121 6,961 67,183 1,040,447 40,097 11,924 215,509 

人の被害の計 1,111,573 6,439 67,057 834,259 21,672 8,278 173,868 

うち女性 363,534 3,293 22,992 272,220 11,277 8,029 45,723 

 

 

○ 平成 24年における包括罪種別検挙人員（総数・女性） 

 刑法犯全体 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他の刑法犯 

総数 427,197 5,156 48,740 279,104 23,817 7,461 62,919 

うち女性 62,950 530 3,092 49,821 3,436 118 5,953 

 

 

包括罪種： 刑法犯を「凶悪犯（殺人、強盗、放火、強姦）」、「粗暴犯（暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶 

器準備集合）」、「窃盗犯（窃盗）」、「知能犯（詐欺、横領（占有離脱物横領を除く。）、偽造、

汚職、背任、「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」に規定す

る罪）」、「風俗犯（賭博、わいせつ）」、「その他の刑法犯（公務執行妨害、住居侵入、逮捕監

禁、器物損壊等上記に掲げる者以外の刑法犯）」の６種に分類したものをいう。 

 

31



 
                     府省名：総務省           

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第２分野 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革  
 
（施策名）４ 男女共同参画に関わる調査研究、情報の収集・整備・提供  

イ 調査や統計における男女別等統計（ジェンダー統計）の充実  
 
１ 主な施策の取組状況 

〈男女別データ等の把握〉 

・総務省では、人口等の実態を把握することを目的として国勢調査を５年ごとに実施しており、最新の

2010年国勢調査でも引き続き、男女別データについて、年齢別、都道府県別に集計をしている。 

・その他の所管の統計調査においても、可能な限り、男女別データについて、年齢別、都道府県別に集

計結果を公表している。 

 

〈統計法の基づく二次的利用の推進〉 

・統計法に基づく二次的利用を推進するため、関係府省等における提供が円滑に進むように各種ガイド

ラインを整備するともに、統計の二次的利用制度について、総務省ホームページや各種の学会等の場を

活用した広報活動を行った。また、統計データ・アーカイブ（仮称）の入力データに活用する各種統計

データを適切に保管できるようにするためのガイドラインを策定した。 

２ 取組結果に対する評価 

〈男女別データ等の把握〉 

・最新の 2010 年国勢調査において年齢階級を細分化するなどして、その結果、｢男女別等統計の充実｣

に対応している。 

・上記のとおり、可能な限り、男女別データについて、年齢別、都道府県別に集計結果を公表している

ことから、適切に取り組んでいると認められる。 

 

〈統計法の基づく二次的利用の推進〉 

・統計法に基づく二次的利用が推進され、男女共同参画に関するものを含む、各種の研究に統計が活用 

された。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

〈男女別データ等の把握〉 

・次回の 2015 年国勢調査において検討されている、公表早期化などを通して男女別等統計の拡充に貢

献する。 

・所管の統計調査の実施において、引き続き可能な限り、統計調査の充実に努めてまいりたい。 

 

〈統計法の基づく二次的利用の推進〉 

・求められるセキュリティレベル等の利用形態ごとの特性を勘案した上で、統計法に基づく二次的利用

の一層の推進を図る。また、統計データ・アーカイブ（仮称）については、引き続き具体化に向けた検

討を進める。 

４ 参考データ、関連政策評価等 
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※参考データとなり得る統計表が多数あるため、各統計調査の代表的な統計表を添付しております。 

・国勢調査【別添１参照】 

2010年国勢調査 男女別人口（全国） 

 男：62,327,737人  女：65,729,615人 

2010年国勢調査 年齢(各歳)，男女別人口 

・労働力調査【別添２参照】 

・平成 23年社会生活基本調査【別添３参照】 

・平成 24年就業構造基本調査【別添４参照】 

・家計調査【別添５参照】 

・平成 24年経済センサス－活動調査【別添６】 

・平成 21年全国消費実態調査【別添７】 
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別添１　平成22年国勢調査の統計表
注）

注）　統計表から一部抜粋、罫線追加などの加工をしております。

（人）
総数（年齢） 0歳 1歳 2歳 3歳 ～

全国 128057352 1045975 1045417 1074194 1069540
　男 62327737 535357 534800 549618 547391
　女 65729615 510618 510617 524576 522149
北海道 5506419 39461 39125 40479 41108
　男 2603345 20142 20012 20708 20862
　女 2903074 19319 19113 19771 20246
札幌市 1913545 14239 14042 14302 14159
　男 896850 7269 7154 7194 7188
　女 1016695 6970 6888 7108 6971
青森県 1373339 9321 9098 9931 9901
　男 646141 4721 4684 5091 5022
　女 727198 4600 4414 4840 4879
岩手県 1330147 9595 9749 9963 10253
　男 634971 4836 5081 5161 5310
　女 695176 4759 4668 4802 4943
宮城県 2348165 18830 18520 19923 19320
　男 1139566 9550 9438 10201 9985
　女 1208599 9280 9082 9722 9335

～

「第3-1表　年齢(各歳)，男女別人口，年齢別割合，平均年齢及び年齢中位数
(総数及び日本人)」より

34



別添２　労働力調査（2013年平均）の統計表から一部抜粋
注）

注）　統計表から一部抜粋、罫線追加などの加工をしております。

2013年平均 　 (万人）

男女

就業状態，従業上の地位，雇用形態，
従業者規模，農林業・非農林業 1 2 3

15歳以上人口 (1) 11088 5349 5738

労働力人口 (2) 6577 3773 2804

就業者 (3) 6311 3610 2701

自営業主・家族従業者 (4) 728 447 281

自営業主 (5) 554 415 139

雇有業主 (6) 139 116 24

雇無業主 (7) 414 299 115

一般雇無業主 (8) 400 297 103

内職者 (9) 14 2 13

家族従業者 (10) 174 32 142

うち 週1～14時間 (11) 32 3 29

～

男女計 男 女

「基本集計　第I-1表　就業状態・従業上の地位・雇用形態・農林業・非農林業別15歳以
上人口」より
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別添３　平成23年社会生活基本調査の統計表から一部抜粋
注）

注）　統計表から一部抜粋、罫線追加などの加工をしております。

週全体 　　( 分 )

男 女
年 齢

10歳以上
人口

（千人）
睡　眠

身の回
りの用

事

通　勤
・通　学

仕　事 学　業 家　事 ～

男  55,479  469  69  96  40  286  42  18

10～14歳  3,016  520  58  92  32  0  323  4

15～19歳  3,097  466  60  83  59  44  313  4

20～24歳  3,212  476  62  80  54  256  92  8

25～29歳  3,630  463  64  82  49  391  11  7

30～34歳  4,068  459  65  84  49  417  2  10

～  4,881  444  65  85  51  441  2  10

女  58,582  456  89  102  23  143  37  152

10～14歳  2,875  510  73  92  35  0  333  5

15～19歳  2,947  457  85  87  62  39  308  9

20～24歳  3,103  475  94  88  52  222  74  31

25～29歳  3,528  464  91  92  38  267  5  76

30～34歳  3,964  454  89  93  30  215  2  130

～  4,762  442  89  96  24  193  2  173

「第13表　男女、都道府県、行動の種類別総平均時間」より

総数 男 女 　　( 分 )

都道府県
10歳以上

人口
（千人）

睡　眠
身の回
りの用

事
~

10歳以上
人口

（千人）
睡　眠

身の回
りの用

事
~

全国  55,479  469  69  58,582  456  89

北海道  2,299  472  63  2,584  464  86
青森県  568  488  67  646  474  88
岩手県  560  479  69  615  466  87
宮城県  1,010  474  73  1,074  464  90
秋田県  453  492  70  512  473  90

～
 496  485  67  539  470  82

「第１表　曜日、男女、年齢、行動の種類別総平均時間」より
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別添４　平成24年就業構造基本調査の統計表から一部抜粋
注）

注）　統計表から一部抜粋、罫線追加などの加工をしております。

（人）
総　　　　　数

総 数 15 ～ 19 歳 20 ～ 24 25 ～ 29

男女
就業状態・仕事の主従
就業希望意識
就業希望の有無
求職活動の有無

  男 53,413,200 3,093,800 3,182,700 3,563,000

　　有業者 36,744,500 451,400 2,026,200 3,154,100
　　　仕事が主な者 35,183,000 221,600 1,590,800 3,078,300
　　　仕事は従な者 1,466,400 228,700 430,100 68,700
　　　　家事が主な者 490,300 1,000 8,800 11,700
　　　　通学が主な者 674,500 219,200 398,500 36,600
　　　　家事・通学以外が主な者 301,500 8,600 22,700 20,400

～

  女 57,401,900 2,947,600 3,057,800 3,455,400

　　有業者 27,676,200 487,400 2,035,700 2,600,900
　　　仕事が主な者 18,202,500 165,200 1,604,100 2,265,900
　　　仕事は従な者 9,389,400 321,300 426,900 324,000
　　　　家事が主な者 8,430,500 4,700 70,800 279,800
　　　　通学が主な者 688,300 308,600 335,800 24,600
　　　　家事・通学以外が主な者 270,600 7,900 20,300 19,500

～

総数
（人）

総　　　　　　数
総 数 有　　業　　者

総 数 （仕事の主従）

総 数

都道府県 Total Total

Mainly
engaged in

work Total

Mainly
keeping
house

　北海道 4,803,600 2,628,000 2,182,600 438,100 370,500
　青森県 1,179,900 657,500 571,900 85,000 75,600
　岩手県 1,140,100 654,700 569,600 84,200 74,200
　宮城県 2,020,700 1,157,800 989,000 166,700 135,100
　秋田県 943,600 511,400 445,600 65,300 59,500

～

～

世帯主との続き柄
一般・単身世帯

配偶関係
年齢

～

「第１表　男女，就業状態・仕事の主従，就業希望意識・就業希望の有無，求職活動の有無，世帯主との続き
柄，一般・単身世帯，配偶関係，年齢別15歳以上人口」より

「第 １－１ 表　年齢，男女，就業状態・仕事の主従，就業希望意識・就業希望の有無，求職活動の
有無別15歳以上人口－全国，都道府県」より

男女
就業状態・仕事の主従

就業希望意識
就業希望の有無
求職活動の有無

仕 事 が
主 な 者 家 事 が

主 な 者

仕事は従な者
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別添５　家計調査（2013年平均）の統計表から一部抜粋
注）

注）　統計表から一部抜粋、罫線追加などの加工をしております。

単位　円

   平     均   女
平　均 ～34歳 35～59歳 平　均 ～34歳 35～59歳 平　均 ～34歳 35～59歳

～ ～ ～

Average years years Average years years Average years years

160,776 166,354 179,798 164,906 164,669 184,080 157,103 169,285 172,097

37,831 42,894 41,995 43,435 46,778 46,910 32,875 36,439 33,184

2,567 1,749 2,699 2,610 1,798 2,707 2,528 1,664 2,685
782 314 648 731 305 645 826 330 654

1,059 864 1,212 1,090 923 1,175 1,030 764 1,277
579 509 737 704 523 815 469 484 598
147 62 102 85 47 72 202 85 157

2,212 441 1,558 1,756 411 1,426 2,614 490 1,795

他 の 穀 類

魚 介 類

～

消 費 支 出

食 料

穀 類
米
パ ン
め ん 類

「第２表　男女，年齢階級別１世帯当たり１か月間の収入と支出（単身世帯）」より

単　　　　　身　　　　　世　　　　　帯　　
2013

項      目

男
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別添６　平成24年経済センサス－活動調査の統計表から一部抜粋
注）

注）　統計表から一部抜粋、罫線追加などの加工をしております。

事業所数 従業者数
産業小分類 総数(男女)(人) 男(人) 女(人)
A～R 全産業(S公務を除く) 5453635 55837252 31355187 24302231
　A～B 農林漁業 30717 356215 243160 113055
　　A 農業，林業 26370 303527 201474 102053
　　　01 農業 23138 260124 163014 97110
　　　　010 管理，補助的経済活動を行う事業所 99 1038 718 320
　　　　011 耕種農業 9636 121698 66068 55630
　　　　012 畜産農業 6424 62009 40372 21637
　　　　013 農業サービス業(園芸サービス業を除く) 4695 57112 42002 15110
　　　　014 園芸サービス業 2284 18267 13854 4413
　　　02 林業 3232 43403 38460 4943
　　　　020 管理，補助的経済活動を行う事業所 11 106 88 18

～

～

「第４表　産業(小分類)別民営事業所数及び従業上の地位(６区分)，男女別従業者数及び出向・派遣従業
者数」より
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別添７　平成21年全国消費実態調査の統計表から一部抜粋注）

注）　統計表から一部抜粋、罫線追加などの加工をしております。

「第 34 表  男女, 地域別１世帯当たり１か月間の収入と支出」より 

単身世帯 平   均 単位    円

全   国

北 海 道 東    北 関    東 北    陸

～

Japan Hokkaido Tohoku Kanto Hokuriku

174,349 145,066 150,621 189,973 164,021
38,963 32,963 33,713 42,970 34,604
2,866 2,936 2,749 2,831 3,270
1,018 1,236 1,226 837 1,374
1,075 874 770 1,150 1,134

654 715 681 730 632
119 112 73 115 131

2,301 2,325 2,653 2,120 2,399
1,355 1,351 1,512 1,241 1,356

単身世帯 男   (平   均) 単位    円

全   国

北 海 道 東    北 関    東 北    陸

～

Japan Hokkaido Tohoku Kanto Hokuriku

181,746 134,231 150,439 191,896 169,099

45,601 37,988 38,681 49,732 40,956

2,812 3,268 2,556 2,786 3,424

872 1,341 949 741 1,518

1,026 820 726 1,066 1,121

823 1,035 851 880 731

91 72 31 99 54

1,894 1,801 1,726 1,692 2,141

1,156 968 971 1,047 1,264

単身世帯 女  　 (平   均) 単位    円

全   国

北 海 道 東    北 関    東 北    陸

～

Japan Hokkaido Tohoku Kanto Hokuriku

167,845 153,642 150,748 187,858 160,129

33,125 28,985 30,267 35,529 29,735

2,914 2,674 2,884 2,881 3,151

1,147 1,153 1,418 942 1,263

1,118 916 801 1,242 1,143

505 463 563 565 555

143 143 102 133 190

2,659 2,740 3,297 2,591 2,598

1,531 1,655 1,887 1,454 1,426

～

他 の 穀 類

魚 介 類

生 鮮 魚 介

～

～

消 費 支 出

食 料

穀 類

米

パ ン

め ん 類

め ん 類

他 の 穀 類

魚 介 類

生 鮮 魚 介

    地        方   

収     支     項     目

収     支     項     目

消 費 支 出

食 料

穀 類

米

パ ン

    地        方   

    地        方   

収     支     項     目

消 費 支 出
食 料

穀 類
米

パ ン
め ん 類
他 の 穀 類

魚 介 類
生 鮮 魚 介
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                     府省名： 農林水産省         

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）２ 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革        
 
（施策名）４ 男女共同参画に関わる調査研究、情報の収集・整備・提供                  

 イ 調査や統計における男女別等統計（ジェンダー統計）の充実 
１ 主な施策の取組状況 

女性の活躍を促進する上で、女性農業者の年代別・就農タイプ別の実態、課題等を把握・分析するた

め、委託事業により調査事業に取り組み、報告書を公表した。 

「女性の農業への関わり方に関するアンケート調査」（24年度）、新たな農業経営展開に取り組む女性

農業者等に関する事例調査事業（25 年度）、女性を積極的に活用している農業法人・農業経営体調査事

業（26年度）を実施。 

  

 

 

２ 取組結果に対する評価 

農業で活躍する女性の課題や取組事例を公表することにより、女性が農業で活躍する上で参考となり

寄与している。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・さらに全国の農業女性の各種取組事例などを取り上げることにより、引き続き農村での活躍の促進に

つなげていきたい。 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 
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                                府省名：    内閣府     

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第２分野 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革 
 
（施策名）４ 男女共同参画に関わる調査研究、情報の収集・整備・提供        

ウ ジェンダー予算の推進に向けた検討  
 
１ 主な施策の取組状況 

・平成 23年 11月に「北欧諸国における立法過程や予算策定過程等への男女共同参画視点の導入状況等

に関する調査報告書」を公表した。 

 

 

２ 取組結果に対する評価 

・日本におけるジェンダー予算の在り方等の検討に資する示唆等を得られた。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・上記調査結果等を踏まえた上で、日本におけるジェンダー予算の在り方等について検討する。 

 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 
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                                府省名：    内閣府     

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第２分野 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革 
 
（施策名）４ 男女共同参画に関わる調査研究、情報の収集・整備・提供        

エ 無償労働の把握及び育児・介護等の経済的・社会的評価のための調査・研究の実施  
 
１ 主な施策の取組状況 

・総務省「社会生活基本調査」（平成 23年）の結果を用いて、家事活動等の無償労働の貨幣評価額の推

計を行い、平成 25年 6月に公表した。 

・上記の公表結果については、平成 25年版男女共同参画白書においても掲載を行った。 

 

２ 取組結果に対する評価 

・家事活動等の無償労働の貨幣評価額は、平成 23 年時点で 138.5 兆円程度（名目ＧＤＰの 29.4％）と

推計されることが明らかになった。 

３ 今後の方向性、検討課題等 

・引き続き、機会をとらえて、育児・介護などの経済的・社会的評価に資する調査・研究を行う。 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

 

 

43



 
                     府省名： 総務省統計局       

     
第３次男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第２分野 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革   

（施策名）４男女共同参画に関する調査研究、情報の収集・整備・提供  

エ 無償労働の把握及び育児・介護等の経済的・社会的評価のための調査・研究の実施 

 
１ 主な施策の取組状況 

平成 23 年社会生活基本調査において、男女の育児・介護等の時間の把握を行った。また、男女共同

参画に関するより高度な分析を可能とするため、育児・介護等の集計項目の拡充を行った。 

 

２ 取組結果に対する評価 

・上記のとおり、男女の育児・介護等の時間の把握を行っている。 

・平成 23 年社会生活基本調査では、育児・介護等に関する集計項目の拡充に際し、研究会の開催、統

計委員会への諮問、意見募集（パブリックコメント）等を行った上で実施した。 

 以上から、適切に取り組んでいると認められる。 

 

３ 今後の方向性、検討課題等 

社会生活基本調査の実施を通じ、引き続き、男女の育児・介護等の時間の把握を行う。 

 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価等 

※参考データとなり得る統計表が多数あるため、代表的な統計表を添付しております。 

平成 23年社会生活基本調査【別添３参照】 
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別添３　平成23年社会生活基本調査の統計表から一部抜粋
注）

注）　統計表から一部抜粋、罫線追加などの加工をしております。

週全体 　　( 分 )

男 女
年 齢

10歳以上
人口

（千人）
睡　眠

身の回
りの用

事

通　勤
・通　学

仕　事 学　業 家　事 ～

男  55,479  469  69  96  40  286  42  18

10～14歳  3,016  520  58  92  32  0  323  4

15～19歳  3,097  466  60  83  59  44  313  4

20～24歳  3,212  476  62  80  54  256  92  8

25～29歳  3,630  463  64  82  49  391  11  7

30～34歳  4,068  459  65  84  49  417  2  10

～  4,881  444  65  85  51  441  2  10

女  58,582  456  89  102  23  143  37  152

10～14歳  2,875  510  73  92  35  0  333  5

15～19歳  2,947  457  85  87  62  39  308  9

20～24歳  3,103  475  94  88  52  222  74  31

25～29歳  3,528  464  91  92  38  267  5  76

30～34歳  3,964  454  89  93  30  215  2  130

～  4,762  442  89  96  24  193  2  173

「第13表　男女、都道府県、行動の種類別総平均時間」より

総数 男 女 　　( 分 )

都道府県
10歳以上

人口
（千人）

睡　眠
身の回
りの用

事
~

10歳以上
人口

（千人）
睡　眠

身の回
りの用

事
~

全国  55,479  469  69  58,582  456  89

北海道  2,299  472  63  2,584  464  86
青森県  568  488  67  646  474  88
岩手県  560  479  69  615  466  87
宮城県  1,010  474  73  1,074  464  90
秋田県  453  492  70  512  473  90

～
 496  485  67  539  470  82

「第１表　曜日、男女、年齢、行動の種類別総平均時間」より
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